
暫定税率・地方環境税・地方税制プロジェクトチーム 
 

※平成 22 年度税制改正に向けた主な活動状況（これまでの経緯） 

○10 月 5 日 地方税制小委員会を開催し、「平成 22 年度税制改正等に関する提案」をとりまとめ 

○   〃    「平成 22 年度税制改正等に関する提案」を原口総務大臣はじめ総務省政務三役に提案 

○10 月 21 日 「平成 22 年度税制改正等に関する提案」を峰崎財務副大臣に提案 

○10 月 29 日 政府税制調査会 地方団体との意見交換会において、全国知事会の提案を説明 

○11 月 12 日 暫定税率・地方環境税・地方税制プロジェクトチームを設置、第 1 回開催 

 

 

 

 

 

○11 月 18 日 自由民主党総務部会で、全国知事会の提案を説明 

○11 月 25 日 政府主催全国知事会議で、鳩山総理大臣に「地方環境税（仮称）」の創設等について要請 

○11 月 30 日 民主党高嶋筆頭副幹事長に「地方環境税（仮称）」の創設等について説明 

○12 月 1 日 原口総務大臣に「地方環境税（仮称）」の創設等について要請 

○   〃    自由民主党税制調査会で、全国知事会の提案について説明 

○12 月 17 日 第 2 回暫定税率・地方環境税・地方税制プロジェクトチーム開催 

○12 月 22 日 平成 22 年度税制改正大綱閣議決定 

＜平成 22 年度税制改正への対応方針＞ 

① 暫定税率が廃止された場合の対応として、揮発油や軽油といった化石燃料に対して、炭素含有量等に応じて課税する新し

い地方税「地方環境税（仮称）」を創設すること 

② 扶養控除の見直しについては、国税（所得税）と地方税（住民税）を一体として見直すべきこと 

③ たばこ税の税率引上げについては、国と地方の配分割合１：１を堅持すべきこと 

資料２ 



提言 地方環境税（仮称）の創設

地方 自主財源 確保 ３ 地球温暖化対策の推進と整合１．地方の自主財源の確保

○地方が自由に使えるお金を増やし、自
治体が地域のニーズに適切に応えら

３．地球温暖化対策の推進と整合
性のとれた地方税制の構築

○2020年度までに、温室効果ガス
を 際 約

治体が地域の に適切に応えら
れるようにする（三党連立政権合意）

○地域主権を確立し、地方の自主財源
を大幅に増やす（民主党ﾏﾆﾌｪｽﾄ）

△25％を国際公約

○エネルギー課税は、環境負荷に応じ
た課税となるよう検討（税制調査会を大幅に増やす（民主党ﾏ ﾌｪｽﾄ）
への諮問）

４．温室効果ガス削減のインセン
ティブ

２．地方税の減収は地方税の拡
充で対応 ティブ

○温室効果ガス削減のインセンティ
ブとするためには、環境負荷が発
生する消費段階での課税が効果

充で対応

○暫定税率を廃止する場合に地方に生じ
る減収額８，１００億円は、地方税の拡
充で対応すべき 生する消費段階での課税が効果

的 （⇒地方での課税）

充で対応すべき。
※（国１．７兆円、地方０．８兆円）計２．５兆円の減収

暫定税率の廃止による大幅な減収に的確に対応するため、ｶﾞｿﾘﾝや軽油といった化石燃料
に対し、炭素含有量に応じて課税する地方環境税（仮称）を創設すべきである



地方環境税（仮称）の骨子（素案） 

項  目 内    容 

１．課税主体 
都道府県 

※温暖化効果ガスの削減のインセンティブとするためには、環境負荷が発生する消費段階での課税が効果的 

２．課税客体 
元売業者又は特約業者からの揮発油及び軽油の引取りで、当該揮発油及び軽油の納入を伴うもの 

 ※「地球温暖化対策税」の議論とあわせ､地方税として電気･ガス税を課していた経緯も踏まえ､課税客体の拡大を検討 

３．納税義務者 元売業者又は特約業者から現実の納入を伴う揮発油及び軽油の引取りを行なう者 

４．課税標準 揮発油及び軽油の数量（「消費（販売）」量） 

５．税率 

揮発油等に含まれる「炭素量」に応じた税率とすることが考えられる ⇒ 揮発油１：軽油１.13  

税収規模を約 8,100 億円とした場合 ⇒ 揮発油 9.3 円／ℓ、軽油 10.5 円／ℓ 

 揮発油税＋地方揮発油税（国税） 軽油引取税（地方税） 
現行税率 ５３．８円／ℓ ３２．１円／ℓ 

うち 本則税率 ２８．７円／ℓ １５．０円／ℓ 
うち 暫定税率 ２５．１円／ℓ １７．１円／ℓ 

本則税率＋地方環境税 ３８．０円／ℓ ２５．５円／ℓ 
 

６．その他 

（１）普通税とする 

（２）自動車重量譲与税等の暫定税率分は、都道府県から市町村へ「税交付金」を交付する 

（３）その他の課題 

  ・現在の軽油等の免税制度の取扱い 

・施行期日 等 

 

全国知事会地方税制小委員会資料より作成 



H23～ H22～

自動車の保有課税を抜本的に改組し、平成23年度を

目途にＣＯ２排出量と税額が連動する仕組みを導入

現在

自動車税

（地方税）

排気量（CC）に応じた課税

自動車重量税

（国税）

車両重量に応じた課税

総務省

環境自動車税（地方税）

環境省

地球温暖化対策税

ガソリンへの上乗せ課税

１兆円

暫定税率廃止による負担軽減分

ガソリン税
税

課税ポイント

ガソリン：ガソリン製造業者

地方財源

Ａ

　　　１．６兆円（21年度地財ベース） 本則分０．４兆円、暫定上乗せ分０．５兆円

（21年度予算ベース）

一本化

環境自動車税（地方税）のイメージ

環境損傷負担金的性格

（ＣＯ２排出量を勘案した税率）

財産税的性格

（財産的価値を勘案した税率）

（本則分）

全化石燃料への上流段階での課税 １兆円

軽油引取税

（本則分）

課税ポイント ： 原油・石炭・天然ガスの輸入者又は採取者

石油石炭税

原油天然ガス石炭

50.84円/ℓ
石炭への課税Ｂ

Ｃ











平成 22 年度税制改正大綱（抜粋） 

 
第３章 各主要課題の改革の方向性 
７．個別間接税 
（３）暫定税率、地球温暖化対策のための税等 
 
② 地球温暖化対策のための税 

地球温暖化対策の観点から、1990 年代以降、欧州各国を中心として、

諸外国において、エネルギー課税や自動車関連税制などを含む、環境税

制の見直し・強化が進んできています。 
我が国における環境関連税制による税収の対ＧＤＰ比は、欧州諸国

に比べれば低いといえますが、今後、地球温暖化対策の取組を進める上

で、地球温暖化対策のための税について、今回、当分の間として措置さ

れる税率の見直しを含め、平成 23 年度実施に向けて成案を得るべく更

に検討を進めます。 
 
④ 地方環境税の検討 

喫緊の課題である地球温暖化対策を推進するためには、地域におい

て主体的な取組を進め、地球環境に貢献することが求められています。 
ＣＯ２の排出を抑制するためには、地方税においても、すでに軽油

等に課税していることを踏まえ、燃料や自動車に対して、環境への負荷

に応じた措置を行うことが必要です。 
また、地方公共団体は、地球温暖化対策について様々な分野で多く

の事業を実施しています。このような地方の役割を踏まえ、地球温暖化

対策のための税を検討する場合には、地方の財源を確保する仕組みが不

可欠です。 

 



「平成２２年度税制改正大綱」について 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

全国知事会暫定税率・地方環境税 

・地方税制プロジェクトチームリーダー 

                           富山県知事 石井 隆一 

 

 本日、「平成 22 年度税制改正大綱」が閣議決定された。 

 これまでとりまとめにあたられた、鳩山総理大臣、原口総務大臣をはじめ政府税

制調査会委員各位のご尽力に敬意を表する。 

 

自動車関係税の暫定税率については、当分の間、税率水準を維持することとさ

れた。厳しい地方財政の現状を踏まえた適切な判断と考えている。 

 また、地球温暖化対策のための税については、平成 23 年度実施に向けた成案を

得るべく、更に検討を進めることとされた。今後、地球温暖化対策をはじめとする

環境施策の推進においては地方団体も大きな役割を担っていること、環境への負荷

低減を政策目標とする上では負荷が発生する消費段階での課税が望ましいことな

どをふまえ、地域主権の確立に向けて地方税源を充実する観点から地方環境税の検

討を進めていただきたい。 

 また、地方の意見も踏まえ、扶養控除について、所得税と住民税を一体的に見直

すとされたこと、たばこ税の税率について、国と地方の配分割合１：１を堅持する

とされたことは評価したい。 

 さらに、「地域主権の確立に向けた地方税財源のあり方」について、「社会保障な

ど地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少な

く、税収が安定的な地方税体系を構築」するとの方針が明記されるとともに、国と

地方が対等に協議する場の法制化の議論との関連を整理しつつ、地方税制に関する

地方の声を十分反映できる仕組みを検討するとされたことについては、高く評価し

ている。 

 

 本日の税制改正大綱決定をふまえ、平成 22 年度当初予算編成がいよいよ大詰め

の段階を迎えることとなるが、地方税財源を充実する観点から、三位一体改革によ

り大幅に削減された地方交付税復元のための１．１兆円の増額が実現するよう強く

求めるものである。 




